
 

 

 
 
 
 
 
 

→第1章第4節、第2章第1節及び第2章第7節を参照 

資料：農林⽔産省作成 

((フフォォーーカカスス))  フフラランンススでではは農農業業⽣⽣産産者者とと取取引引相相⼿⼿ととのの適適正正なな取取引引関関係係をを推推進進  
 
我が国では、農業⽣産資材等の価格が⾼騰する中で、国産農畜産物の⽣産コスト上昇分の転嫁が課

題となっており、農業⽣産者と取引相⼿との適正な取引関係の推進を図るフランスでの取組への関⼼
が⾼まっています。 

フランスのEgalim法は、平成30(2018)年11⽉に、農業⽣産者と取引相⼿との関係を⾒直し、持続
可能性に配慮すること等を⽬的として公布されました。 

また、Egalim法の施⾏後、農業⽣産者と取引相⼿との適正な取引関係を更に推進する観点から⾒直
しが⾏われ、Egalim法を強化するEgalim2法が令和3(2021)年10⽉に公布されました。 

Egalim2法では、(1)農業者と最初の購⼊者の間での書⾯契約の義務化、(2)書⾯契約への価格及び
⽣産費指標を考慮した価格の⾃動改定⽅式、契約期間等の記載義務、(3)認定⽣産者組織が農業者の
契約交渉を代⾏し、契約の枠組み協定を締結する場合の記載義務((2)と同様)、(4)品⽬ごとに⽣産か
ら⼩売の各段階の代表組織が加盟する専⾨職業間組織による⽣産費に関する指標の公表、(5)最初の
購⼊者以降の流通における農産物原材料価格を交渉の対象外とすること等が規定されています。 

なお、農業⽣産者と最初の取引者との書⾯契約義務の対象品⽬は、⽜⾁、豚⾁、鶏⾁、卵、乳・乳
製品等(団体等の意⾒を踏まえて対象を限定)となっており、消費者への直接販売、卸売市場での取引
等は適⽤除外となっています。 

フフラランンススののEEggaalliimm法法及及びびEEggaalliimm22法法のの概概要要  

対象品⽬は、⽜⾁、豚⾁、鶏⾁、卵、乳・乳
製品等(団体の意⾒を踏まえて対象を限定)
消費者への直接販売、卸売市場での取引等は
適⽤除外
記載義務事項
①価格及び、⽣産費指標を考慮した価格を

⾃動改定できる決定⽅式、⼜は価格の決定
様式

②総量、原産地、品質
③商品の配送⽅法 ④⽀払⼿続・期限
⑤期間(3年以上) ⑥不可抗⼒の場合
⑦契約解除の際の通知期間と補償⾦

供給者：⼀般販売条件の提⽰

‐ 農産物原材料(農産物⼜は農産物
が過半の加⼯品)の割合(体積⽐率及
び料⾦⽐率)

供給者・購⼊者間の契約の制約

⁃ 農産物原材料の価格は交渉対象外
(聖域化)

⁃ 契約書への記載義務(原料価格が変
動した場合の契約価格⾃動改定条
項)

⁃ 不当な対価の要求、原価割れ販売等
の禁⽌

専⾨職業
間組織

調停者及び調停委員会

契約⼜はその遵守に
問題がある場合

最最初初のの購購⼊⼊者者((加加⼯⼯)) ⼩⼩売売
⽣⽣産産者者

農事・海洋漁業法典 商法典
(再販売、加⼯品の製造委託)

枠組み協定
認認定定⽣⽣産産者者組組織織

交渉を委任

契約・枠組み協定の書⾯化義務
農産物、農産物50%超の加
⼯品、PB商品の契約義務

最最初初のの購購⼊⼊者者((流流通通//卸卸、、⼩⼩売売))

 

 

第第33節節  将将来来をを⾒⾒据据ええたた⾷⾷料料安安全全保保障障のの強強化化  
 

((⾷⾷料料安安定定供供給給・・農農林林⽔⽔産産業業基基盤盤強強化化本本部部へへのの改改組組にによよりり体体制制をを強強化化))  
農林⽔産業・地域が将来にわたって国の活⼒の源と

なり、持続的に発展するための⽅策を幅広く検討する
ために、平成25(2013)年5⽉に設置された「農林⽔産
業・地域の活⼒創造本部」(本部⻑は内閣総理⼤⾂)に
ついては、令和4(2022)年6⽉に「⾷料安定供給・農林
⽔産業基盤強化本部」に改組されました。 

同本部では、我が国の⾷料の安定供給・農林⽔産業
の基盤強化を図ることにより、スマート農林⽔産業の
推進、農林⽔産物・⾷品の輸出促進、農林⽔産業のグ
リーン化等による農林⽔産業の成⻑産業化及び⾷料安
全保障の強化を推進するための⽅策を総合的に検討す
ることとしています。 

 
((⾷⾷料料安安全全保保障障強強化化政政策策⼤⼤綱綱をを決決定定))  

昨今、気候変動等による世界的な⾷料⽣産の不安定化や、世界的な⾷料需要の拡⼤に伴
う調達競争の激化等に、ウクライナ情勢の緊迫化等も加わり、輸⼊する⾷品原材料や⽣産
資材の価格⾼騰を招くとともに、産出国が偏り、⾷料以上に調達切替えが難しい化学肥料
の輸出規制や、新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤の影響に伴う国際物流の混乱等によ
る供給の不安定化も経験するなど、⾷料安全保障の強化が国家の喫緊かつ最重要課題とな
っています。 

これを受けて、政府は令和4(2022)年度に各般の対策を講じていますが、特に近年の急
激な⾷料安定供給リスクの⾼まりを鑑みれば、⾷料安全保障の強化に向けた施策を継続的
に講ずることにより、早期に⾷料安全保障の強化を実現していく必要があります。 

このため、⾷料安定供給・農林⽔産業基盤強化本部では、令和4(2022)年12⽉に「⾷料
安全保障強化政策⼤綱」(以下「⼤綱」という。)を決定し、継続的に講ずべき⾷料安全保
障の強化のために必要な対策とその⽬標を明らかにしました(図図表表  特特--2266)。 

 

 

図表 特-26 ⾷料安全保障強化政策⼤綱におけるKPI 

資料：農林⽔産省作成 

⽬標

⽣産資材の国内代替転換等

・2030年までに化学肥料の使⽤量の低減 −20%
・2030年までに、堆肥・下⽔汚泥資源の使⽤量を倍増し、肥料の使⽤量
 (りんベース)に占める国内資源の利⽤割合を40%まで拡⼤(2021年：25%)
・2030年までに有機農業の取組⾯積 6.3万haに拡⼤(2020年：2.5万ha)
・2030年までに農林⽔産分野の温室効果ガスの排出削減・吸収量 −3.5%
・2030年までに飼料作物の⽣産⾯積拡⼤ ＋32% 等

輸⼊原材料の国産転換、海外依存
の⾼い⻨・⼤⾖・飼料作物等の⽣
産拡⼤等

・2030年までに2021年⽐で⽣産⾯積拡⼤
 ⼩⻨＋9%、⼤⾖＋16%、飼料作物＋32%、⽶粉⽤⽶＋188% 等

適正な価格形成と国⺠理解の醸成 ・2030年度までに事業系⾷品ロスを2000年度⽐で半減(273万t)

⾷⾷料料安安定定供供給給・・農農林林⽔⽔産産業業基基盤盤強強化化本本部部  
第第11回回会会合合ののままととめめをを⾏⾏うう内内閣閣総総理理⼤⼤⾂⾂  

資料：⾸相官邸ホームページ 
URL：https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/ 

actions/202212/27nourin.html 
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また、⾷料安全保障の強化に向け、過度な輸⼊依存からの脱却に向けた構造転換とそれ
を⽀える国内の供給⼒の強化を実現するためには、農林⽔産業・⾷品産業の⽣産基盤が強
固であることが前提となることから、⼤綱では、⾷料安全保障の強化のための対策に加え、
スマート農林⽔産業等による成⻑産業化、農林⽔産物・⾷品の輸出促進、農林⽔産業のグ
リーン化についても、改めてその⽬標等を整理し、その実現に向けた主要施策を取りまと
めました。 

 
((⾷⾷料料・・農農業業・・農農村村基基本本法法のの検検証証・・⾒⾒直直ししにに向向けけたた検検討討))  

我が国農政の基本⽅向を⽰す⾷料・農業・農村基本法(以
下「基本法」という。)は、平成11(1999)年の制定から約
20年が経過し、⽣産者の減少・⾼齢化等、国内の農業・流
通構造の変化に加え、世界的な⾷料情勢の変化や気候変動
に伴い、⾷料安全保障上のリスクが、基本法制定時には想
定されなかったレベルに達しています。 

このため、令和4(2022)年9⽉に農林⽔産⼤⾂から⾷料・
農業・農村政策審議会に諮問し、新たに設置された「基本
法検証部会」において、有識者からのヒアリングや施策の検証等、消費者、⽣産者、経済
界、メディア、農業団体等の代表から成る委員による活発な議論が⾏われています。 

 
((⾷⾷料料安安全全保保障障のの強強化化にに向向けけたた構構造造転転換換対対策策をを推推進進))  

⾷料安全保障については、国内の農業⽣産の振興を図りながら、安定的な輸⼊と適切な
備蓄を組み合わせて強化していくこととしています。そうした中、農林⽔産物・⾷品の過
度な輸⼊依存は、原産国の不作等による穀物価格の急騰や、化学肥料原料産出国の輸出規
制による調達量の減少等が⽣じた場合に、思うような条件での輸⼊ができなくなるなど、
平時でも⾷料の安定供給を脅かすリスクを⾼めることとなります。 

⼀⽅、⼩⻨や⼤⾖、⽶粉等の国産の農林⽔産物については、品質の向上が進む中で、海
外調達の不安定化とあいまって、活⽤の拡⼤が期待されるものがあります。飼料について
は、牧草、稲わら等の粗飼料を中⼼に国内の⽣産や供給の余⼒があり、畜産農家による粗
飼料⽣産に伴う労働負担軽減、⽣産する耕種農家と利⽤者である畜産農家との連携や広域
流通の仕組み、利⽤者の利便を考慮した提供の在り⽅等を実現することにより、活⽤の更
なる拡⼤が期待されています。そのほか、⼦実⽤とうもろこし等の穀物等、輸⼊に代わる
国産飼料の開発・普及等が期待されています。 

また、肥料についても、国内には、畜産業由来の堆肥や下⽔汚泥資源があり、これらの
有効活⽤が期待されるほか、化学肥料の使⽤量の低減や、国内で調達できない肥料原料の
備蓄等の取組の重要性が⾼まっています。 

このため、農林⽔産物・⽣産資材ともに、過度に輸⼊に依存する構造を改め、⽣産資材
の国内代替転換や備蓄、輸⼊⾷品原材料の国産転換等を進め、耕地利⽤率や農地集積率等
も向上させつつ、更なる⾷料安全保障の強化を図ることとしています。 

 
((農農業業⽣⽣産産資資材材のの国国産産化化をを推推進進))  

農業⽣産資材について、例えば化学肥料原料は、⼤部分を輸⼊に依存しており、その安
定供給に向けて肥料原料の備蓄等の重要性が増しています。⼀⽅、国内には、畜産業由来

諮諮問問⽂⽂をを⾷⾷料料・・農農業業・・農農村村政政策策審審議議会会
会会⻑⻑にに⼿⼿交交すするる農農林林⽔⽔産産⼤⼤⾂⾂  

 

 

の堆肥や下⽔汚泥資源が存在しており、これらの国内資源の有効活⽤による化学肥料の使
⽤低減は、環境への負荷低減にも資するなど、将来にわたって持続可能な⽣産への転換を
実現するものとなります。そのほかにも、施設園芸等で使⽤する燃料や、電気等のエネル
ギーの使⽤でも同様のことが⾔えます。 

また、飼料、特に牧草、稲わら等の粗飼料は、国内でもまだ⽣産余⼒がある中で、海外
への依存を減らすことで、家畜の⽣産基盤を強 靱

きょうじん
なものにするとともに、耕畜連携によ

り、粗飼料の⽣産時に、家畜排せつ物を堆肥として⼟壌還元することで、環境にやさしい
持続的な⽣産システムの確⽴を図ることができます。 

こうしたことを踏まえ、肥料については、国内資源の肥料利⽤拡⼤への⽀援、⼟壌診断・
堆肥の活⽤等による化学肥料の使⽤低減、肥料原料の備蓄に取り組むこととしています。 

飼料については、耕種農家と畜産農家の連携への⽀援等、国産飼料の供給・利⽤拡⼤等
を促進することとしています。 

このほか、施設園芸や畜産・酪農によるヒートポンプの省エネルギー技術等の導⼊を⽀
援することとしています。 

 

 
 
((輸輸⼊⼊原原材材料料のの国国産産転転換換やや海海外外依依存存のの⾼⾼いい農農作作物物のの⽣⽣産産拡拡⼤⼤をを推推進進))  

これまでは、価格やロット等の⾯で利⽤しやすい輸⼊原材料が多く使⽤されていました
が、近年、世界的な⾷料需要の増加に伴う国際的な調達競争の激化等により、平時でも思
うような条件で調達できない場合が出てきています。 

⼀⽅、国内には、例えばパンや麺類等の⽶粉・⼩⻨製品や、⾖腐等の⼤⾖加⼯品等、国
産の活⽤・消費が⾒込まれるものがあります。 

こうしたことを踏まえ、持続可能な⾷料供給の仕組みを構築するため、⼩⻨・⼤⾖等の

下下⽔⽔汚汚泥泥資資源源をを⾼⾼温温発発酵酵しし肥肥料料化化  
資料：佐賀市下⽔浄化センター 

 

((事事例例))  下下⽔⽔汚汚泥泥資資源源かからら製製造造ししたた肥肥料料のの活活⽤⽤をを推推進進((佐佐賀賀県県))  

下下⽔⽔汚汚泥泥資資源源かからら製製造造ししたた  
肥肥料料でで育育ててらられれたた農農作作物物  

資料：佐賀市下⽔浄化センター 

 
佐賀県佐賀市

さ が し
の佐賀市下⽔浄化センターでは、循環型社会を⽬

指すため、バイオガス発電、CO2による藻類培養等、下⽔浄化の
過程で⽣じる様々なものを資源やエネルギーとして最⼤限活⽤す
る取組を進めており、その⼀環として、下⽔汚泥資源から製造し
た肥料を平成23(2011)年から販売しています。 

肥料の製造⼯程で特殊な微⽣物を混ぜ、90℃以上の⾼温発酵を
45⽇間繰り返すことにより、雑草種⼦や病原菌が死滅するとされ
ています。さらに30⽇間熟成させると、完熟した良質の肥料にな
ります。 

同センターは、NPO*法⼈等と連携して農業勉強会を定期的に
開催して地域の農業者等とコミュニケーションを図っており、そ
こでの意⾒を取り⼊れて⾷品会社のアミノ酸を多く含む発酵副産
物を添加するなど、様々な改良によって肥料の品質を向上させて
きました。この肥料で育てた作物を「じゅんかん育ち」と命名し
て販売し、農産物の差別化や汚泥肥料の普及促進を⾏っています。

化学肥料の価格が上昇する中、低価格で提供される同センター
の汚泥肥料は、循環型社会実現への貢献に加えて農業経営の⼀助
となることも期待されています。 
* Non Profit Organization の略で、⾮営利団体のこと 
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また、⾷料安全保障の強化に向け、過度な輸⼊依存からの脱却に向けた構造転換とそれ
を⽀える国内の供給⼒の強化を実現するためには、農林⽔産業・⾷品産業の⽣産基盤が強
固であることが前提となることから、⼤綱では、⾷料安全保障の強化のための対策に加え、
スマート農林⽔産業等による成⻑産業化、農林⽔産物・⾷品の輸出促進、農林⽔産業のグ
リーン化についても、改めてその⽬標等を整理し、その実現に向けた主要施策を取りまと
めました。 

 
((⾷⾷料料・・農農業業・・農農村村基基本本法法のの検検証証・・⾒⾒直直ししにに向向けけたた検検討討))  

我が国農政の基本⽅向を⽰す⾷料・農業・農村基本法(以
下「基本法」という。)は、平成11(1999)年の制定から約
20年が経過し、⽣産者の減少・⾼齢化等、国内の農業・流
通構造の変化に加え、世界的な⾷料情勢の変化や気候変動
に伴い、⾷料安全保障上のリスクが、基本法制定時には想
定されなかったレベルに達しています。 

このため、令和4(2022)年9⽉に農林⽔産⼤⾂から⾷料・
農業・農村政策審議会に諮問し、新たに設置された「基本
法検証部会」において、有識者からのヒアリングや施策の検証等、消費者、⽣産者、経済
界、メディア、農業団体等の代表から成る委員による活発な議論が⾏われています。 

 
((⾷⾷料料安安全全保保障障のの強強化化にに向向けけたた構構造造転転換換対対策策をを推推進進))  

⾷料安全保障については、国内の農業⽣産の振興を図りながら、安定的な輸⼊と適切な
備蓄を組み合わせて強化していくこととしています。そうした中、農林⽔産物・⾷品の過
度な輸⼊依存は、原産国の不作等による穀物価格の急騰や、化学肥料原料産出国の輸出規
制による調達量の減少等が⽣じた場合に、思うような条件での輸⼊ができなくなるなど、
平時でも⾷料の安定供給を脅かすリスクを⾼めることとなります。 

⼀⽅、⼩⻨や⼤⾖、⽶粉等の国産の農林⽔産物については、品質の向上が進む中で、海
外調達の不安定化とあいまって、活⽤の拡⼤が期待されるものがあります。飼料について
は、牧草、稲わら等の粗飼料を中⼼に国内の⽣産や供給の余⼒があり、畜産農家による粗
飼料⽣産に伴う労働負担軽減、⽣産する耕種農家と利⽤者である畜産農家との連携や広域
流通の仕組み、利⽤者の利便を考慮した提供の在り⽅等を実現することにより、活⽤の更
なる拡⼤が期待されています。そのほか、⼦実⽤とうもろこし等の穀物等、輸⼊に代わる
国産飼料の開発・普及等が期待されています。 

また、肥料についても、国内には、畜産業由来の堆肥や下⽔汚泥資源があり、これらの
有効活⽤が期待されるほか、化学肥料の使⽤量の低減や、国内で調達できない肥料原料の
備蓄等の取組の重要性が⾼まっています。 

このため、農林⽔産物・⽣産資材ともに、過度に輸⼊に依存する構造を改め、⽣産資材
の国内代替転換や備蓄、輸⼊⾷品原材料の国産転換等を進め、耕地利⽤率や農地集積率等
も向上させつつ、更なる⾷料安全保障の強化を図ることとしています。 

 
((農農業業⽣⽣産産資資材材のの国国産産化化をを推推進進))  

農業⽣産資材について、例えば化学肥料原料は、⼤部分を輸⼊に依存しており、その安
定供給に向けて肥料原料の備蓄等の重要性が増しています。⼀⽅、国内には、畜産業由来

諮諮問問⽂⽂をを⾷⾷料料・・農農業業・・農農村村政政策策審審議議会会
会会⻑⻑にに⼿⼿交交すするる農農林林⽔⽔産産⼤⼤⾂⾂  

 

 

の堆肥や下⽔汚泥資源が存在しており、これらの国内資源の有効活⽤による化学肥料の使
⽤低減は、環境への負荷低減にも資するなど、将来にわたって持続可能な⽣産への転換を
実現するものとなります。そのほかにも、施設園芸等で使⽤する燃料や、電気等のエネル
ギーの使⽤でも同様のことが⾔えます。 

また、飼料、特に牧草、稲わら等の粗飼料は、国内でもまだ⽣産余⼒がある中で、海外
への依存を減らすことで、家畜の⽣産基盤を強 靱

きょうじん
なものにするとともに、耕畜連携によ

り、粗飼料の⽣産時に、家畜排せつ物を堆肥として⼟壌還元することで、環境にやさしい
持続的な⽣産システムの確⽴を図ることができます。 

こうしたことを踏まえ、肥料については、国内資源の肥料利⽤拡⼤への⽀援、⼟壌診断・
堆肥の活⽤等による化学肥料の使⽤低減、肥料原料の備蓄に取り組むこととしています。 

飼料については、耕種農家と畜産農家の連携への⽀援等、国産飼料の供給・利⽤拡⼤等
を促進することとしています。 

このほか、施設園芸や畜産・酪農によるヒートポンプの省エネルギー技術等の導⼊を⽀
援することとしています。 

 

 
 
((輸輸⼊⼊原原材材料料のの国国産産転転換換やや海海外外依依存存のの⾼⾼いい農農作作物物のの⽣⽣産産拡拡⼤⼤をを推推進進))  

これまでは、価格やロット等の⾯で利⽤しやすい輸⼊原材料が多く使⽤されていました
が、近年、世界的な⾷料需要の増加に伴う国際的な調達競争の激化等により、平時でも思
うような条件で調達できない場合が出てきています。 

⼀⽅、国内には、例えばパンや麺類等の⽶粉・⼩⻨製品や、⾖腐等の⼤⾖加⼯品等、国
産の活⽤・消費が⾒込まれるものがあります。 

こうしたことを踏まえ、持続可能な⾷料供給の仕組みを構築するため、⼩⻨・⼤⾖等の

下下⽔⽔汚汚泥泥資資源源をを⾼⾼温温発発酵酵しし肥肥料料化化  
資料：佐賀市下⽔浄化センター 

 

((事事例例))  下下⽔⽔汚汚泥泥資資源源かからら製製造造ししたた肥肥料料のの活活⽤⽤をを推推進進((佐佐賀賀県県))  

下下⽔⽔汚汚泥泥資資源源かからら製製造造ししたた  
肥肥料料でで育育ててらられれたた農農作作物物  

資料：佐賀市下⽔浄化センター 

 
佐賀県佐賀市

さ が し
の佐賀市下⽔浄化センターでは、循環型社会を⽬

指すため、バイオガス発電、CO2による藻類培養等、下⽔浄化の
過程で⽣じる様々なものを資源やエネルギーとして最⼤限活⽤す
る取組を進めており、その⼀環として、下⽔汚泥資源から製造し
た肥料を平成23(2011)年から販売しています。 

肥料の製造⼯程で特殊な微⽣物を混ぜ、90℃以上の⾼温発酵を
45⽇間繰り返すことにより、雑草種⼦や病原菌が死滅するとされ
ています。さらに30⽇間熟成させると、完熟した良質の肥料にな
ります。 

同センターは、NPO*法⼈等と連携して農業勉強会を定期的に
開催して地域の農業者等とコミュニケーションを図っており、そ
こでの意⾒を取り⼊れて⾷品会社のアミノ酸を多く含む発酵副産
物を添加するなど、様々な改良によって肥料の品質を向上させて
きました。この肥料で育てた作物を「じゅんかん育ち」と命名し
て販売し、農産物の差別化や汚泥肥料の普及促進を⾏っています。

化学肥料の価格が上昇する中、低価格で提供される同センター
の汚泥肥料は、循環型社会実現への貢献に加えて農業経営の⼀助
となることも期待されています。 
* Non Profit Organization の略で、⾮営利団体のこと 
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国内⽣産の拡⼤や安定供給のための施設整備⽀援、⽔⽥の畑地化等を強⼒に推進するとと
もに、⽶粉の普及に向けた設備投資等を⽀援することとしています。また、⾷品製造事業
者に対して、国産原材料への切替えを促すための対策を講ずることとしています。 

 

 
 
((農農業業⽣⽣産産資資材材等等のの価価格格⾼⾼騰騰等等のの影影響響をを緩緩和和すするる対対策策をを実実施施))  

輸⼊原材料や農業⽣産資材の国際価格が⾼騰し、予断を許さない状況が続く中、すぐに
は最終商品の販売価格への転嫁ができるわけではないこと等から、価格⾼騰の影響を受け
る農林漁業者に対し、その経営への影響を緩和するため、施設園芸等燃料価格⾼騰対策、
肥料価格⾼騰対策、配合飼料価格⾼騰対策、公庫による資⾦繰り⽀援等の措置を講じてい
ます。 

また、農業⽣産資材の価格⾼騰は⽣産者等の経営コストの増加に直結し、最終商品の販
売価格に適切に転嫁できなければ、⾷料安定供給の基盤⾃体を弱体化させかねません。こ
のため、国⺠各層の理解と⽀持の下、⽣産・流通経費等を価格に反映しやすくするための
環境の整備を図ることとしています。さらに、全ての消費者が、いかなる時にも⾷料を物
理的・社会的・経済的に⼊⼿できる環境が維持されることが重要ですが、⾷品価格の⾼騰
は、これに⽀障を与えるおそれがあります。 

こうしたことを踏まえ、⾷料・農林⽔産業に対する国⺠理解の醸成を図るとともに、⾷
品ロス削減の取組の強化、こども⾷堂等へ⾷品の提供を⾏うフードバンクや、こども宅⾷
による⾷育の取組に対する⽀援や共⾷の場の提供⽀援等を実施し、農林⽔産省を中⼼に関
係省庁が連携して価格⾼騰下で⽇常的に⾷品へのアクセスがしづらくなっている者への対
策を実施することとしています。 
 

⽣⽣産産者者とと連連携携ししたた⻨⻨づづくくりり  
資料：前⽥⾷品株式会社 

((事事例例))  国国産産⼩⼩⻨⻨110000%%へへのの切切替替ええととととももにに、、県県産産⼩⼩⻨⻨のの地地域域内内流流通通をを推推進進((埼埼⽟⽟県県))  

県県産産⼩⼩⻨⻨ををテテーーママととししたたイイベベンントト  
資料：前⽥⾷品株式会社 

 
埼⽟県幸⼿市

さ っ て し
の製粉企業である前⽥

ま え だ
⾷ 品
しょくひん

株式会社は、県産⼩⻨
を中⼼とした国産⼩⻨による⼩⻨粉等の⽣産・販売を展開してい
ます。 

同社では、⼩⻨粉等の⽣産に当たり、従前は原料の約8割を国産
⼩⻨、残りの約2割を輸⼊⼩⻨としていましたが、国産⼩⻨の価値
向上と⾃給率向上に貢献するため、平成30(2018)年から取り扱う
⼩⻨の全量を国産⼩⻨に切り替えました。 

また、同社が中⼼となって、「埼⽟産
さいたまさん

⼩⻨
こ む ぎ

ネットワーク」を設⽴
し、⼩⻨粉を利⽤する加⼯業者や⽣産者等、約160の会員と共に、
農場⾒学や研修会等を通じて交流を深める取組や消費者向けイベ
ント等を実施し、県産⼩⻨のブランド価値の向上等に取り組んで
います。 

同社は、今後も県産⼩⻨の地域内流通を推進していくこととし
ており、県の農業試験場と協⼒して加⼯業者のニーズに即した新
たな品種の共同研究に取り組むほか、社内に農産部⾨を設⽴し、
⽣産者との連携を⼀層強化して、有機⼩⻨も含め、安全でおいし
い粉づくりを推進していくこととしています。 

 

 

((地地域域農農業業をを⽀⽀ええ、、雇雇⽤⽤のの受受けけ⽫⽫ととななるる担担いい⼿⼿のの経経営営発発展展をを後後押押しし))  
少⼦⾼齢化、⼈⼝減少により、農業従事者の

⾼齢化が進⾏し、今後⼀層の担い⼿の減少が⾒
込まれる中、労働⼒不⾜等の⽣産基盤の 脆 弱

ぜいじゃく

化が深刻な課題となっています。令和4(2022)
年の基幹的農業従事者数の年齢構成を⾒ると、
50代以下は全体の約21％(25万2千⼈)となって
おり、今後10年から20年先を⾒据えると、基幹
的農業従事者数が⼤幅に減少することが⾒込ま
れ、少ない経営体で農業⽣産を⽀えていかなけ
ればならない状況となっています(図図表表  特特--2277)。 

こうした中、農業の⽣産現場では、農業経営
体が、地域の信頼を得て、農地を引き受けなが
ら徐々に経営拡⼤・⾼度化を図り、雇⽤の受け
⽫となるなど地域農業・農村社会の維持・発展
に⽋かせない存在となっているモデル的な事例が全国各地で出てきています。 

⼈⼝減少・⾼齢化が更に進展する中、より少ない担い⼿が、農村社会を⽀える多様な経
営体と連携して⽣産基盤を維持・強化していくためには、モデル的な農業経営体の創出を
促進するとともに、こうした経営体をサポートしていく体制の構築が必要となっています。 
 
((「「地地域域計計画画」」のの策策定定やや農農地地のの集集積積・・集集約約化化をを推推進進))  
 ⾷料の安定的な供給については、安定的な輸⼊と適切な備蓄を組み合わせつつ、国内の
農業⽣産の増⼤を図ることを基本とすることとしており、国内農業が様々な課題を抱えて
いる中で、その⼒が衰退することなく将来にわたって発揮され、また、その⼒が増進して
いくように効率的に取り組んでいく必要があります。 

そのためには、国内で農業を営むための基盤が確保されていることが不可⽋であり、特
に農地は、⾷料⽣産の基盤であり⾷料安全保障の根幹を成すものとして、将来にわたって
持続的に確保する必要があります。 

令和4(2022)年5⽉に成⽴した改正農業経営基盤強化促進法1では、市街化区域を除き、基
本構想を策定している市町村において、これまでの⼈・農地プランを⼟台とし、農業者等
による話合いを踏まえて、農業の将来の在り⽅や⽬指すべき将来の農地利⽤の姿を明確化
した⽬標地図を含めた「地域計画」を策定することとしています。 

策定された地域計画を実現していくため、農地中間管理機構(農地バンク)を活⽤した農
地の集積・集約化2を推進していくこととしています。 

⾷料安全保障上、国内での増産が求められる⼩⻨、⼤⾖、野菜、飼料等の⽣産に転換す
ることが重要となっているところ、地域計画の策定に当たっては、地域でどのような農作
物を⽣産するのかを含めて検討の上、需要に応じた⽣産を推進していくことが重要となっ
ています。 

 
1 正式名称は「農業経営基盤強化促進法等の⼀部を改正する法律」 
2 ⽤語の解説(1)を参照 

図表 特-27 基幹的農業従事者の年齢構成 

資料：農林⽔産省「農業構造動態調査」を基に作成 
 注：令和4(2022)年の数値 
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国内⽣産の拡⼤や安定供給のための施設整備⽀援、⽔⽥の畑地化等を強⼒に推進するとと
もに、⽶粉の普及に向けた設備投資等を⽀援することとしています。また、⾷品製造事業
者に対して、国産原材料への切替えを促すための対策を講ずることとしています。 

 

 
 
((農農業業⽣⽣産産資資材材等等のの価価格格⾼⾼騰騰等等のの影影響響をを緩緩和和すするる対対策策をを実実施施))  

輸⼊原材料や農業⽣産資材の国際価格が⾼騰し、予断を許さない状況が続く中、すぐに
は最終商品の販売価格への転嫁ができるわけではないこと等から、価格⾼騰の影響を受け
る農林漁業者に対し、その経営への影響を緩和するため、施設園芸等燃料価格⾼騰対策、
肥料価格⾼騰対策、配合飼料価格⾼騰対策、公庫による資⾦繰り⽀援等の措置を講じてい
ます。 

また、農業⽣産資材の価格⾼騰は⽣産者等の経営コストの増加に直結し、最終商品の販
売価格に適切に転嫁できなければ、⾷料安定供給の基盤⾃体を弱体化させかねません。こ
のため、国⺠各層の理解と⽀持の下、⽣産・流通経費等を価格に反映しやすくするための
環境の整備を図ることとしています。さらに、全ての消費者が、いかなる時にも⾷料を物
理的・社会的・経済的に⼊⼿できる環境が維持されることが重要ですが、⾷品価格の⾼騰
は、これに⽀障を与えるおそれがあります。 

こうしたことを踏まえ、⾷料・農林⽔産業に対する国⺠理解の醸成を図るとともに、⾷
品ロス削減の取組の強化、こども⾷堂等へ⾷品の提供を⾏うフードバンクや、こども宅⾷
による⾷育の取組に対する⽀援や共⾷の場の提供⽀援等を実施し、農林⽔産省を中⼼に関
係省庁が連携して価格⾼騰下で⽇常的に⾷品へのアクセスがしづらくなっている者への対
策を実施することとしています。 
 

⽣⽣産産者者とと連連携携ししたた⻨⻨づづくくりり  
資料：前⽥⾷品株式会社 

((事事例例))  国国産産⼩⼩⻨⻨110000%%へへのの切切替替ええととととももにに、、県県産産⼩⼩⻨⻨のの地地域域内内流流通通をを推推進進((埼埼⽟⽟県県))  

県県産産⼩⼩⻨⻨ををテテーーママととししたたイイベベンントト  
資料：前⽥⾷品株式会社 

 
埼⽟県幸⼿市

さ っ て し
の製粉企業である前⽥

ま え だ
⾷ 品
しょくひん

株式会社は、県産⼩⻨
を中⼼とした国産⼩⻨による⼩⻨粉等の⽣産・販売を展開してい
ます。 

同社では、⼩⻨粉等の⽣産に当たり、従前は原料の約8割を国産
⼩⻨、残りの約2割を輸⼊⼩⻨としていましたが、国産⼩⻨の価値
向上と⾃給率向上に貢献するため、平成30(2018)年から取り扱う
⼩⻨の全量を国産⼩⻨に切り替えました。 

また、同社が中⼼となって、「埼⽟産
さいたまさん

⼩⻨
こ む ぎ

ネットワーク」を設⽴
し、⼩⻨粉を利⽤する加⼯業者や⽣産者等、約160の会員と共に、
農場⾒学や研修会等を通じて交流を深める取組や消費者向けイベ
ント等を実施し、県産⼩⻨のブランド価値の向上等に取り組んで
います。 

同社は、今後も県産⼩⻨の地域内流通を推進していくこととし
ており、県の農業試験場と協⼒して加⼯業者のニーズに即した新
たな品種の共同研究に取り組むほか、社内に農産部⾨を設⽴し、
⽣産者との連携を⼀層強化して、有機⼩⻨も含め、安全でおいし
い粉づくりを推進していくこととしています。 

 

 

((地地域域農農業業をを⽀⽀ええ、、雇雇⽤⽤のの受受けけ⽫⽫ととななるる担担いい⼿⼿のの経経営営発発展展をを後後押押しし))  
少⼦⾼齢化、⼈⼝減少により、農業従事者の

⾼齢化が進⾏し、今後⼀層の担い⼿の減少が⾒
込まれる中、労働⼒不⾜等の⽣産基盤の 脆 弱

ぜいじゃく

化が深刻な課題となっています。令和4(2022)
年の基幹的農業従事者数の年齢構成を⾒ると、
50代以下は全体の約21％(25万2千⼈)となって
おり、今後10年から20年先を⾒据えると、基幹
的農業従事者数が⼤幅に減少することが⾒込ま
れ、少ない経営体で農業⽣産を⽀えていかなけ
ればならない状況となっています(図図表表  特特--2277)。 

こうした中、農業の⽣産現場では、農業経営
体が、地域の信頼を得て、農地を引き受けなが
ら徐々に経営拡⼤・⾼度化を図り、雇⽤の受け
⽫となるなど地域農業・農村社会の維持・発展
に⽋かせない存在となっているモデル的な事例が全国各地で出てきています。 

⼈⼝減少・⾼齢化が更に進展する中、より少ない担い⼿が、農村社会を⽀える多様な経
営体と連携して⽣産基盤を維持・強化していくためには、モデル的な農業経営体の創出を
促進するとともに、こうした経営体をサポートしていく体制の構築が必要となっています。 
 
((「「地地域域計計画画」」のの策策定定やや農農地地のの集集積積・・集集約約化化をを推推進進))  
 ⾷料の安定的な供給については、安定的な輸⼊と適切な備蓄を組み合わせつつ、国内の
農業⽣産の増⼤を図ることを基本とすることとしており、国内農業が様々な課題を抱えて
いる中で、その⼒が衰退することなく将来にわたって発揮され、また、その⼒が増進して
いくように効率的に取り組んでいく必要があります。 

そのためには、国内で農業を営むための基盤が確保されていることが不可⽋であり、特
に農地は、⾷料⽣産の基盤であり⾷料安全保障の根幹を成すものとして、将来にわたって
持続的に確保する必要があります。 

令和4(2022)年5⽉に成⽴した改正農業経営基盤強化促進法1では、市街化区域を除き、基
本構想を策定している市町村において、これまでの⼈・農地プランを⼟台とし、農業者等
による話合いを踏まえて、農業の将来の在り⽅や⽬指すべき将来の農地利⽤の姿を明確化
した⽬標地図を含めた「地域計画」を策定することとしています。 

策定された地域計画を実現していくため、農地中間管理機構(農地バンク)を活⽤した農
地の集積・集約化2を推進していくこととしています。 

⾷料安全保障上、国内での増産が求められる⼩⻨、⼤⾖、野菜、飼料等の⽣産に転換す
ることが重要となっているところ、地域計画の策定に当たっては、地域でどのような農作
物を⽣産するのかを含めて検討の上、需要に応じた⽣産を推進していくことが重要となっ
ています。 

 
1 正式名称は「農業経営基盤強化促進法等の⼀部を改正する法律」 
2 ⽤語の解説(1)を参照 

図表 特-27 基幹的農業従事者の年齢構成 

資料：農林⽔産省「農業構造動態調査」を基に作成 
 注：令和4(2022)年の数値 
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図図表表22  経経営営耕耕地地規規模模別別経経営営体体数数((全全農農業業経経営営体体))        

資料：農林⽔産省「農林業センサス」、「農業構造動態調査」
を基に作成   

((フフォォーーカカスス))  農農地地のの集集積積・・集集約約化化等等のの進進展展にに合合わわせせてて、、農農業業構構造造⾯⾯ででもも変変化化  
 
担い⼿への農地集積は毎年着実に進んでおり、

担い⼿の利⽤⾯積は農地全体の約6割となってい
ますが、農地の集積・集約化等の進展に合わせて、
経営規模の拡⼤や⼤規模層における農業所得の向
上といった農業構造⾯での変化も⾒られていま
す。 

農業経営体の経営耕地⾯積の規模を⾒ると、
10ha未満の農業経営体が経営する⾯積が減少する
⼀⽅で、10ha以上の経営体が経営する⾯積は令和
4(2022)年に59.7%と増加傾向となっており、経営
耕地⾯積の規模が拡⼤しています(図図表表11)。  

また、経営耕地⾯積規模別の経営体数を⾒ると、
10ha未満の層の経営体数は減少傾向で推移してい
ますが、10ha以上の層の経営体数は増加傾向とな
っています(図図表表22)。 

さらに、作付延べ⾯積規模別の1経営体当たりの
農業所得を⾒ると、令和3(2021)年は、⽔⽥作、畑
作いずれも作付延べ⾯積が⼤きくなるほど1経営
体当たりの農業所得が増加傾向となっています
(図図表表33)。 

今後、農業の競争⼒強化を図っていくためには、
担い⼿への農地の集積・集約化を加速化するとと
もに、IT、デジタル技術等を活⽤したスマート農
業＊の取組を促進するなどにより、⽣産性を⼀層向
上させることが重要となっています。   

 
＊ ⽤語の解説(1)を参照 

 

図図表表11  経経営営耕耕地地⾯⾯積積規規模模別別のの経経営営耕耕地地⾯⾯積積  
((全全農農業業経経営営体体))      

資料：農林⽔産省「農林業センサス」を基に作成 
注：1) 各年2⽉1⽇時点の数値  

2) 「経営耕地なし」の経営体を除く。  

資料：農林⽔産省「農業経営統計調査」 
注：令和3(2021)年の数値 
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((今今後後のの⾷⾷料料安安全全保保障障のの強強化化にに向向けけてて))  
国際的な情勢の変化や⾷料供給の不安定化等により、我が国における⾷料安全保障上の

リスクは⾼まっています。⼀⽅、我が国の⼈⼝減少は、農村部で先⾏して進展しており、
農業従事者についても⾼齢化が著しく進展し、⽣産基盤が弱体化しています。また、⼈⼝
減少と⾼齢化により、需要の減少が⾒込まれ、国内の⾷市場が急速に縮⼩しています。 

世界的な⾷料情勢の変化に伴う⾷料安全保障上のリスクの⾼まり等により、我が国の⾷
料・農業・農村を取り巻く情勢は⼤きく変化しており、国内の⽣産基盤を維持・強化し、
将来にわたって⾷料を安定的に供給していく上で、ターニングポイントを迎えています。 

こうした中、近年では、⾷料や農業⽣産資材の安定的な輸⼊に課題が⽣じており、⾷料
の安定供給を実現するため、⻨や⼤⾖、飼料作物、加⼯・業務⽤野菜等の海外依存の⾼い
品⽬や農業⽣産資材の国内⽣産の拡⼤等を効率的に進めるとともに、輸⼊の安定化や備蓄
の有効活⽤等に取り組むことも必要となっています。 

また、国⺠⼀⼈⼀⼈の⾷料安全保障の確⽴を図ることも重要です。⾷料を届ける⼒の減
退が⾒られる中、全ての国⺠が健康的な⾷⽣活を送るための⾷品アクセスの改善に向けた
取組を進めるとともに、適切な価格形成に向けたフードシステムの構築に向け、農業者等
による適切なコスト把握等の経営管理と併せ、フードチェーンの各段階での事業者による
取組や、消費者の理解を得ることも重要です。 

さらに、農業従事者が⼤幅に減少することが予想される中で、今⽇よりも相当程度少な
い農業経営体で国内の⾷料供給を担う必要が⽣じてきます。このため、農地の集積・集約
化や農業経営の基盤強化、スマート農業、新品種の導⼊等によって、国⺠に対する⾷料供
給の役割を担うとともに、経営的にも安定した農業経営体を育成し⽣産性の向上を図るこ
とが必要です。 

くわえて、気候変動や持続可能性に関する国際的な議論の⾼まりに対応しつつ、将来に
わたって⾷料を安定的・持続的に供給できるよう、より環境負荷の低減に貢献する農業・
⾷品産業への転換を⽬指す必要があります。 

その上で、今後の⾷料安全保障の強化に向けては、不測の事態が発⽣した場合の対応の
検討と、平時から⾷料安定供給に関するリスクの把握・対応を的確に⾏うとともに、我が
国の農業・⾷品産業をリスクに強い構造へと転換し、⾷料安全保障の強化に向けた施策を
着実に推進し、⾷料の安定供給の確保に万全を期していくことが求められています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→第1章第2節、第2章第2節、第2章第4節、第2章第6節、第2章第7節、第2章第8節及び第2

章第9節を参照 
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図図表表22  経経営営耕耕地地規規模模別別経経営営体体数数((全全農農業業経経営営体体))        

資料：農林⽔産省「農林業センサス」、「農業構造動態調査」
を基に作成   

((フフォォーーカカスス))  農農地地のの集集積積・・集集約約化化等等のの進進展展にに合合わわせせてて、、農農業業構構造造⾯⾯ででもも変変化化  
 
担い⼿への農地集積は毎年着実に進んでおり、

担い⼿の利⽤⾯積は農地全体の約6割となってい
ますが、農地の集積・集約化等の進展に合わせて、
経営規模の拡⼤や⼤規模層における農業所得の向
上といった農業構造⾯での変化も⾒られていま
す。 

農業経営体の経営耕地⾯積の規模を⾒ると、
10ha未満の農業経営体が経営する⾯積が減少する
⼀⽅で、10ha以上の経営体が経営する⾯積は令和
4(2022)年に59.7%と増加傾向となっており、経営
耕地⾯積の規模が拡⼤しています(図図表表11)。  

また、経営耕地⾯積規模別の経営体数を⾒ると、
10ha未満の層の経営体数は減少傾向で推移してい
ますが、10ha以上の層の経営体数は増加傾向とな
っています(図図表表22)。 

さらに、作付延べ⾯積規模別の1経営体当たりの
農業所得を⾒ると、令和3(2021)年は、⽔⽥作、畑
作いずれも作付延べ⾯積が⼤きくなるほど1経営
体当たりの農業所得が増加傾向となっています
(図図表表33)。 

今後、農業の競争⼒強化を図っていくためには、
担い⼿への農地の集積・集約化を加速化するとと
もに、IT、デジタル技術等を活⽤したスマート農
業＊の取組を促進するなどにより、⽣産性を⼀層向
上させることが重要となっています。   

 
＊ ⽤語の解説(1)を参照 

 

図図表表11  経経営営耕耕地地⾯⾯積積規規模模別別のの経経営営耕耕地地⾯⾯積積  
((全全農農業業経経営営体体))      

資料：農林⽔産省「農林業センサス」を基に作成 
注：1) 各年2⽉1⽇時点の数値  

2) 「経営耕地なし」の経営体を除く。  

資料：農林⽔産省「農業経営統計調査」 
注：令和3(2021)年の数値 
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((今今後後のの⾷⾷料料安安全全保保障障のの強強化化にに向向けけてて))  
国際的な情勢の変化や⾷料供給の不安定化等により、我が国における⾷料安全保障上の

リスクは⾼まっています。⼀⽅、我が国の⼈⼝減少は、農村部で先⾏して進展しており、
農業従事者についても⾼齢化が著しく進展し、⽣産基盤が弱体化しています。また、⼈⼝
減少と⾼齢化により、需要の減少が⾒込まれ、国内の⾷市場が急速に縮⼩しています。 

世界的な⾷料情勢の変化に伴う⾷料安全保障上のリスクの⾼まり等により、我が国の⾷
料・農業・農村を取り巻く情勢は⼤きく変化しており、国内の⽣産基盤を維持・強化し、
将来にわたって⾷料を安定的に供給していく上で、ターニングポイントを迎えています。 

こうした中、近年では、⾷料や農業⽣産資材の安定的な輸⼊に課題が⽣じており、⾷料
の安定供給を実現するため、⻨や⼤⾖、飼料作物、加⼯・業務⽤野菜等の海外依存の⾼い
品⽬や農業⽣産資材の国内⽣産の拡⼤等を効率的に進めるとともに、輸⼊の安定化や備蓄
の有効活⽤等に取り組むことも必要となっています。 

また、国⺠⼀⼈⼀⼈の⾷料安全保障の確⽴を図ることも重要です。⾷料を届ける⼒の減
退が⾒られる中、全ての国⺠が健康的な⾷⽣活を送るための⾷品アクセスの改善に向けた
取組を進めるとともに、適切な価格形成に向けたフードシステムの構築に向け、農業者等
による適切なコスト把握等の経営管理と併せ、フードチェーンの各段階での事業者による
取組や、消費者の理解を得ることも重要です。 

さらに、農業従事者が⼤幅に減少することが予想される中で、今⽇よりも相当程度少な
い農業経営体で国内の⾷料供給を担う必要が⽣じてきます。このため、農地の集積・集約
化や農業経営の基盤強化、スマート農業、新品種の導⼊等によって、国⺠に対する⾷料供
給の役割を担うとともに、経営的にも安定した農業経営体を育成し⽣産性の向上を図るこ
とが必要です。 

くわえて、気候変動や持続可能性に関する国際的な議論の⾼まりに対応しつつ、将来に
わたって⾷料を安定的・持続的に供給できるよう、より環境負荷の低減に貢献する農業・
⾷品産業への転換を⽬指す必要があります。 

その上で、今後の⾷料安全保障の強化に向けては、不測の事態が発⽣した場合の対応の
検討と、平時から⾷料安定供給に関するリスクの把握・対応を的確に⾏うとともに、我が
国の農業・⾷品産業をリスクに強い構造へと転換し、⾷料安全保障の強化に向けた施策を
着実に推進し、⾷料の安定供給の確保に万全を期していくことが求められています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→第1章第2節、第2章第2節、第2章第4節、第2章第6節、第2章第7節、第2章第8節及び第2

章第9節を参照 
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